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市単独補助金のご案内
農業者・農業生産組織などの皆さんへ

大田原市緑資源リサイクル施設のご案内

　市では、農業における園芸振興のために、さまざまな事業に対して市単独補助金として購入費や資材費の補助を行っ
ています。
●事業内容…下表のとおり（補助金額は、予算の範囲内に限ります。）
●申請について…施設などを導入する３カ月前までに上記へ相談にお越しください。

　当施設は、剪定枝木をチップ化し、リサイクルする施
設です。放射能の影響により一時稼働を休止していまし
たが、4 月 1 日から業務を再開します。
●受付日時…毎週水・土曜　
　午前 8 時 30 分～正午、午後 1 時～ 4 時 30 分
※ 12 月 30 日～ 1 月 2 日および祝日を除く
●利用対象者…市内に住所を有する者
●料金…10㎏あたり 100 円（30㎏以下の場合は無料）
※事前に許可を得た事業系枝木については、10㎏あたり

200 円。

●受け入れ可能な枝木…市内の家庭から排出される枝
木で、枝の太さが 15㎝までのもの。

※次のものは受入れできません。
　枝の太さが 15㎝以上のもの・シュロの木・根や枝が

はらわれていない状態のもの・泥や石が混入してい
るもの・腐っているもの・杭や建設廃材など・事業
系の枝木・事業者が持ち込む枝木

問大田原市緑資源リサイクル施設（亀久 932-8）
　（５４）０９２１
　市生活環境課 　  １階　　（２３）８７０６

事業名 事業内容 補助金額 補助対象
園芸用保冷庫導入事業 園芸用保冷庫（1.5 坪以上）導入費補助 ３分の１以内（12 万円上限）

市内在住の個人
･ 生産組織など

園芸拡大支援事業 園芸用パイプハウス資材費補助
（330 ～ 1,000㎡）

認定農業者　     ：２分の１以内
その他の農業者：３分の１以内

（１㎡あたりの上限あり）

アスパラガス生産拡大支援事業 アスパラガス種子および苗購入費補助
（10 ａ以上作付） ３分の１以内

ブルーベリー苗木購入事業 ブルーベリー苗木購入費補助
（5 ａ以上作付）

２分の１以内
（20 万円上限）

農政課　  ３階　　（２３）８２９２
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カモ・カラスの捕獲・駆除を実施します
　農村地帯では、この時期カモやカラスによる稲の苗の
踏み倒しや畑の作物の食害など、毎年多くの田畑が被害
を受けているため、有害鳥獣の捕獲・駆除を実施します。
　田畑・山林の近くでの農作業や子供の外遊びには、十
分注意してください。
●捕獲期間…５月５日（火）～ 31 日（日）
※ただし、愛鳥週間（５月 10 日～ 16 日）は除く。

●対象鳥獣…カモ・カラス
●捕獲・駆除方法…銃猟
●対象地区…
　金田、親園、野崎、佐久山地区、湯津上全地区、
　黒羽全地区

問農林整備課　 ３階　　（２３）８１２６

　地球温暖化防止の推進や災害時の非常用電源の確保に資するため、各種エネルギー設備などの導入に関する補助を
実施します。

 　生活環境課　A １階　　（２３）８７０６　　〒３２４－８６４１　大田原市本町１－４－１

名称 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 住宅用省エネ設備設置費補助金 クリーンエネルギー自動車購入費補助金

対象設備
対象車両 住宅用太陽光発電システム

①家庭用燃料電池コージェネレー
ションシステム（エネファーム）

②定置用リチウムイオン蓄電池

①電気自動車　　②燃料電池自動車
③プラグインハイブリッド自動車

（エンジンで発電した電力を車両
外部に供給できるもの）

補助予定件数 225 件 ①エネファーム　12 件
②蓄電池　　　　24 件 24 台

補助金額 1kW 当たり 20,000 円
（限度額 80,000 円）

1 基当たり 100,000 円
※エネファーム 1 基、蓄電池 1 基ま

での限度額 200,000 円

1 台当たり 100,000 円
※補助金の交付は 1 人 1 台まで

補助対象者
（右の要件を

それぞれ
すべて

満たす方）

①住宅に太陽光発電を設置する方ま
たは市内の太陽光発電付き住宅を
購入する方

②実績報告時に太陽光発電システム
の設置場所に住所を有する方

③同一世帯の方を含め、市税などを
滞納していない方

④同一世帯の方を含め、平成 16 年度以
降本補助金を市から受けていない方

①住宅に対象設備を設置する方または市
内の対象設備付き住宅を購入する方

②実績報告時に対象設備の設置場所
に住所を有する方

③同一世帯の方を含め、市税などを
滞納していない方

①市内に住所を有する方
②自家用自動車として使用する目的で、

対象車両を新車で購入する方
③同一世帯の方を含め、市税などを

滞納していない方

補助要件

※次の要件を全て満たす事業
①低圧配電線と逆潮流方式で連系すること
②系統連系を行ったことのない未使

用品を設置すること
③太陽電池の最大出力の合計値が

10kW 未満であること
④平成 28 年 3 月 31 日までに実績

報告書を提出すること

※次の要件を全て満たす事業
①蓄電池の場合、住宅に太陽光発電

システムが設置されていること
（蓄電池の設置に併せて太陽光発
電システムを設置することも可）

②平成 28 年 3 月 31 日までに実績
報告書を提出すること

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年
3 月 31 日までの間に、補助を受け
ようとする車両の新規登録および支
払（分割払いの場合は初回の支払）を
完了すること

提出書類

①住宅用太陽光発電システム設置費
補助金交付申請書

②補助事業実施調書
③事業着手前の現況写真
④契約書および見積書の写し
⑤住民票の写し
⑥建物登記事項証明書（既存住宅に

設置する場合）
⑦建物所有者の承諾書（申請者以外に建

物の所有権を有する方がいる場合）
⑧設置場所の位置図

①住宅用省エネ設備設置費補助金交
付申請書

②補助事業実施調書
③事業着手前の現況写真
④契約書および見積書の写し
⑤設備の仕様書またはカタログ
⑥住民票の写し
⑦建物登記事項証明書（既存住宅に

設置する場合）
⑧建物所有者の承諾書（申請者以外に建

物の所有権を有する方がいる場合）
⑨設置場所の位置図

①クリーンエネルギー自動車購入費
補助金交付申請書

②補助事業調書
③契約書の写し
④領収書の写し
⑤自動車検査証の写し
⑥車両の仕様書またはカタログ
⑦車両の保管場所の位置図
⑧車両の保管場所および車両が確認

できる写真
⑨住民票の写し

申請時期 工事着手前に申請 車両購入後に申請
受付期間 4 月 6 日（月）～平成 28 年 2 月 19 日（金） 4 月 6 日（月）～平成 28 年 3 月 31 日（木）

提出方法
・生活環境課に持参または郵送してください。（窓口の業務時間は平日の午前 8 時 30 分～午後５時 15 分）
・代理人の方が申請手続を行う場合、委任状を添付してください。
・交付申請書などの様式は生活環境課に備え付けているほか、市ホームページからダウンロードできます。

平成27年度新エネルギー・省エネルギー関連補助金制度
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